
１ 島根県の給与・定員管理等について 

⑴ 総括 

ア 人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 
住民基本台帳人口 

(令和６年１月１日) 

歳 出 額 

Ａ 

実質収支 人 件 費 

Ｂ 

人件費率 

Ｂ／Ａ 

(参考) 

４年度の人件費率 

令 和 ５

年度 

人 

650,624 

千円 

528,059,488 

千円 

17,519,582 

千円 

115,673,701 

％ 

21.9 

％ 

21.3 

イ 職員給与費の状況（普通会計決算） 

区 分 
職員数 

Ａ 

給     与     費 １ 人 当 た り 

給与費 Ｂ／Ａ 

 (参考)都道府県平均 

１人当たり給与費 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計   Ｂ 

令和５

年度 

人 

13,232 

千円 

54,767,389 

千円 

7,202,693 

千円 

20,355,794 

千円 

82,325,876 

千円 

6,222 

千円 

6,872 

（注）１ 「職員手当」には、退職手当を含まない。 

２ 「職員数」については、令和５年４月１日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員、暫定再任

用職員（短時間勤務））、定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を含まない。 

３ 給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間勤

務職員の給与費が含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。 

ウ 特記事項 

特別職の職員の給与については、知事等の給与の特例に関する条例（令和５年島根県条例第22号）に基づき、令

和９年４月29日までの間、次のとおり減額措置を行っている。 

区分 給料月額 
給料月額を算出基礎とする諸手当

（退職手当を除く。）のはね返り 

知事 10％ 10％ 

副知事 ８％ ８％ 

常勤の監査委員 ６％ ６％ 

病院事業管理者 ６％ ６％ 

教育長 ６％ ６％ 

エ ラスパイレス指数の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職

員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸

給月額を100として計算した指数である。 

２ （）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、
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地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給割

合を用いて補正したラスパイレス指数。 

（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給割合）／（１＋国の指定基準に基づく地域

手当支給割合）により算出。） 

３ ラスパイレス指数（地域手当補正後ラスパイレス指数を含む）の算出に当たっては、60歳に達した日後

の最初の４月１日以後に支給される給料月額について、本来の給料月額の７割水準に設定される職員を除

いている。 

オ 給与改定の状況（令和６年４月１日実施） 

(ア) 月例給 

区 分 

人事委員会の報告及び勧告 

給与改定率 

 (参考) 

国の改定率 

（令和６年４

月１日実施） 

民間給与 

Ａ 

公務員給与 

Ｂ 

較差 

Ａ－Ｂ 

勧告 

（改定率） 

令 和 ６

年度 

円 

362,215 

円 

352,878 

円 

9,337 

2.65％ 

％ 

2.65 

％ 

2.65 

％ 

2.76 

（注） 「民間給与」及び「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比

較した平均給与月額である。 

(イ) 特別給 

区 分 

人事委員会の報告及び勧告 

年間支給月数 

 (参考) 

国の年間 

支給月数 

民間の支給 

割合   Ａ 

公務員の 

支給月数 Ｂ 

較差 

Ａ－Ｂ 

勧告 

（改定月数） 

令 和 ６

年度 

月 

4.38 

月 

4.30 

月 

0.08 

月 

0.10 

月 

4.40 

月 

4.60 

（注） 「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」

は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。 

カ 給与制度の総合的見直しの実施状況について 

(ア) 給料表の見直し 

ａ 給料表の改定実施時期 

平成27年４月１日 

ｂ 内容 

一般行政職の給料表については、国の見直し内容を踏まえ、平均約２％（最大約４％）引下げ。激変緩和の

ため、５年間（令和２年３月31日まで）の経過措置（現給保障）を実施。 

(イ) 地域手当の見直し 

国と同様に見直しを実施（島根県内は支給なし）。 

(ウ) その他の見直し 

管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施（平成27年４月１日実施） 

⑵ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

ア 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和６年４月１日現在） 

(ア) 一般行政職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額 



 

 

    （国ベース） 

島根県 42.1歳 316,271円 385,338円 342,826円 

国 42.1歳 323,823円 －円 405,378円 

都道府県平均 42.4歳 321,156円 410,148円 362,985円 

(イ) 高等学校教育職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

島根県 46.4歳 384,272円 432,680円 

都道府県平均 44.8歳 370,607円 432,659円 

(ウ) 小・中学校教育職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

島根県 43.6歳 359,893円 402,520円 

都道府県平均 41.8歳 356,431円 412,158円 

(エ) 警察職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国ベース） 

島根県 38.6歳 330,536円 442,529円 359,689円 

国 41.8歳 328,209円 －円 388,322円 

都道府県平均 39.3歳 334,004円 475,875円 383,957円 

（注）１ 「平均給料月額」とは、令和６年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均である。 

２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当

等の全ての諸手当の額を合計したものであり、「地方公務員給与実態調査」において明らかにされてい

るものである。 

また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務

手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものであ

る。 

イ 職員の初任給の状況（令和６年４月１日現在） 

区    分 島根県 国 

一般行政職 大 学 卒 197,561 円  196,600 円  

高 校 卒 167,756 円  166,600 円  

高等学校教育職 大 学 卒 221,224 円  －  

小・中学校教育職 大 学 卒 221,224 円  －  

警 察 職 大 学 卒 229,481 円  227,600 円  

高 校 卒 196,252 円  191,800 円  

ウ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和６年４月１日現在） 

区    分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年 

一般行政職 大学卒 269,337円 351,953円 379,837円 397,947円 

高校卒 232,035円 302,661円 338,525円 362,308円 

高等学校教育職 大学卒 324,790円 399,574円 419,745円 434,885円 

小・中学校教育職 大学卒 324,192円 391,452円 414,722円 426,810円 

警 察 職 大学卒 292,327円 387,038円 408,588円 437,475円 

高校卒 268,757円 338,666円 392,012円 411,945円 



 

 

⑶ 一般行政職の級別職員数等の状況 

ア 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和６年４月１日現在） 

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比 
１号給の 

給料月額 

最高号給の 

給料月額 

１ 級 主事、技師 
人 

541  

％ 

14.7  

 

163,224円 

 

251,130円 

２ 級 主任主事、主任技師 
人 

448  

％ 

12.2  

 

209,443円 

 

307,318円 

３ 級 係長、主任 
人 

856  

％ 

23.3  

 

242,571円 

 

353,435円 

４ 級 係長、主幹 
人 

523  

％ 

14.2  

 

273,484円 

 

384,651円 

５ 級 課長補佐 
人 

752  

％ 

20.5  

 

297,450円 

 

396,734円 

６ 級 課長 
人 

460  

％ 

12.5  

 

325,342円 

 

414,154円 

７ 級 課長 
人 

37  

％ 

1.0  

 

368,036円 

 

449,296円 

８ 級 次長 
人 

36  

％ 

1.0  

 

413,147円 

 

473,261円 

９ 級 部長 
人 

23  

％ 

0.6  

 

463,091円 

 

532,570円 

（注）１ 「標準的な職務内容」とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。 

２ 「職員数」は、職員の給与に関する条例（昭和26年島根県条例第１号）に基づく給料表の級区分による

職員数である。 
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イ 国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和６年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 昇給への人事評価の活用状況（一般行政職）（島根県） 

令和６年度中における運用 管理職員 一般職員 

イ．人事評価を活用している   

 

活用している昇給区分 
昇給可能 

な区分 

昇給実績が 

ある区分 

昇給可能 

な区分 

昇給実績が 

ある区分 

上位、標準、下位の区分 ○  ○ ○ 

上位、標準の区分  ○   

標準、下位の区分     

標準の区分のみ（一律）     

ロ．人事評価を活用していない   

 活用予定時期   

⑷ 職員の手当の状況 

ア 期末手当・勤勉手当 

島     根     県 国 



 

 

１人当たり平均支給額（令和５年度） 

1,567千円  
－ 

（令和５年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.35 月分     1.95 月分 

(1.20)月分    (1.05)月分 

（令和５年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.45 月分     2.05 月分 

(1.375)月分    (0.975)月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

 役職加算  ５～20％ 

 管理職加算 15～25％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

役職加算  ５～20％ 

 管理職加算 10～25％ 

（注） (  )内は、暫定再任用職員に係る支給割合である。 

◯ 勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）（島根県） 

令和６年度中における運用 管理職員 一般職員 

イ．人事評価を活用している   

 

活用している成績率 
支給可能 

な成績率 

支給実績が 

ある成績率 

支給可能 

な成績率 

支給実績が 

ある成績率 

上位、標準、下位の成績率 ○  ○ ○ 

上位、標準の成績率  ○   

標準、下位の成績率     

標準の成績率のみ（一律）     

ロ．人事評価を活用していない   

 活用予定時期   

イ 退職手当（令和６年４月１日現在） 

島     根     県 国 

（支給率）  自己都合   勧奨・定年 （支給率）  自己都合   応募認定・定年 

勤続20年     19.6695月分  24.586875月分 

勤続25年     28.0395月分  33.27075 月分 

勤続35年     39.7575月分  47.709  月分 

最高限度     47.709 月分  47.709  月分 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置（２～20％加算） 

１人当たり平均支給額 

        4,191千円   22,226千円 

勤続20年     19.6695月分  24.586875月分 

勤続25年     28.0395月分  33.27075 月分 

勤続35年     39.7575月分  47.709  月分 

最高限度     47.709 月分  47.709   月分 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置（２～45％加算） 

（注）１ 「１人当たり平均支給額」は、令和５年度に退職した職員に支給された退職手当の平均額である。 

２ 「勧奨・定年」及び「応募認定・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に

達した日以後その者の非違によることなく退職した場合を含む。 

ウ 地域手当（令和６年４月１日現在） 

支 給 実 績（令和５年度） 55,051千円      

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度） 775,365円      

支給対象地域・職種 支給割合 支給対象職員数 国の制度（支給割合） 



 

 

東京都（特別区） 20％ 27人 20％ 

大阪府大阪市 16％ 10人 16％ 

さいたま市 15％ １人 15％ 

愛知県名古屋市 15％ ２人 15％ 

広島県広島市 10％ 10人 10％ 

岡山県岡山市 ３％ １人 ３％ 

上記以外の市町村 ０％ 12,242人 ０％ 

医師・歯科医師 16％ 20人 16％ 

平 均 支 給 割 合 16.5％ 16.5％ 

地域手当補正後ラスパイレス指数 

（ラスパイレス指数） 

  97.6 

  （97.6） 

（注） 「国の制度（支給割合）」の欄の平均支給割合は、企業会計等を除く普通会計から給与を支給されている

一般職の職員に対し国の支給割合で支給したと仮定した場合の加重平均の支給割合である。 

エ 特殊勤務手当（令和６年４月１日現在） 

支給実績（令和５年度） 525,828千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度） 77,316円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和５年度） 48.9％ 

手当の種類（手当数） 64 

代表的な手当の名称 

支給職員数の多い手当 

教員特殊業務手当 

交通捜査取締手当 

教育業務連絡指導手当 

死体取扱手当 

捜査特別手当 

支給額の多い手当 

教員特殊業務手当 

教育業務連絡指導手当 

夜間特殊業務手当（警察業務） 

警ら手当 

死体取扱手当 

オ 時間外勤務手当 

支 給 実 績 （ 令 和 ５ 年 度 ） 2,431,799千円 

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ５ 年 度 ） 442千円 

支 給 実 績 （ 令 和 ４ 年 度 ） 2,695,111千円 

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ４ 年 度 ） 517千円 

（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」と同じ年度の４月１日現在の総職員数

（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤

務職員を含む。 

カ その他の手当（令和６年４月１日現在） 

手 当 名 内 容 及 び 支 給 単 価 

国 の 制

度 と の

異 同 

国の制度と

異なる内容 

支給実績 

（令和５年度） 

支給職員１

人当たり平

均支給年額 



 

 

     （令和５年度） 

扶養手当 配偶者              6,500円 

子                10,000円 

父母等              6,500円 

特定期間（満16歳年度初めから満22歳年度末

まで）の子の加算         5,000円 

ただし、配偶者及び父母等の支給額は、行政

職給料表８級職員にあっては、 3,500円と

し、同給料表９級職員にあっては、支給しな

い（行政職給料表８級及び行政職給料表９級

には、これらに相当する職務の級を含む。） 

同じ － 千円 

1,353,021 

円 

251,398 

住居手当 借家・借間居住者 

 家賃23,000円以下の場合 家賃－12,000円 

 家賃23,000円を超える場合 

      11,000円＋１／２×(家賃－23,000円) 

手当上限額 27,000円 

異なる 支給対象と

なる家賃の

下限額と手

当上限額が

異なる。 

千円 

789,865 

円 

279,499 

通勤手当 交通機関利用者 

 定期券又は回数乗車券等の価額 

 最高支給限度額          55,000円 

交通用具使用者 

 ２キロ～78キロ以上 

             2,100円～42,600円 

 自動四輪車以外の場合は半額 

異なる 交通用具の

区分及び距

離の区分が

異なる。 

千円 

1,123,434 

円 

112,030 

単身赴任

手当 

支給額                         30,000円 

ただし、職員の住居と配偶者の住居間の距離

が80キロ以上の場合加算（距離により5,000

円～70,000円） 

異なる 加算額が異

なる（国：

距離により

8,000 円 ～

70,000

円）。 

千円 

277,683 

円 

441,468 

初任給調

整手当 

医師、歯科医師、獣医師等採用の困難な職種

に支給 

支給額（月額）     3,000円～415,600円 

異なる 支給対象及

び支給額が

異なる。 

千円 

75,865 

円 

1,458,934 

管理職手

当 

給料表別・職務の級別・支給区分別の定額     

支給額         41,600円～130,300円 

 国：俸給の

特別調整額

として支給 

千円 

929,498 

円 

662,035 

特地勤務

手当 

離島その他の生活の不便な地に所在する特地

公署に勤務する職員に支給 

支給額 (特地公署異動時の給料及び扶養手当

の月額×１／２＋その月の給料及び扶養手当

の月額×１／２)×４％～16％ 

同じ － 千円 

170,028 

円 

485,795 

特地勤務 特地公署又は準特地公署に異動し、当該異動 同じ － 千円 円 



 

 

手当に準

ずる手当 

に伴って住居を移転した職員に支給 

支給額 異動時の給料及び扶養手当の月額×

２％～６％ 

  92,192 201,732 

へき地手

当 

へき地学校等に勤務する教職員に支給 

支給額 

給料及び扶養手当の月額×４％～25％ 

  千円 

314,592 

円 

403,322 

へき地手

当に準ず

る手当 

へき地学校、へき地学校に準ずる学校等に異

動し、当該異動に伴って住居を移転した職員

に支給 

支給額 給料及び扶養手当の月額×２％～

４％ 

  千円 

34,977 

円 

150,762 

定時制通

信教育手

当 

高等学校で定時制又は通信制の課程の教育に

従事する教育職員に支給（実績に基づき支

給） 

支給額 定時制（夜間） １日 900円 

    通信制（日曜日）１日 2,400円 

  千円 

7,780 

円 

117,878 

産業教育

手当 

高等学校の農業、水産又は工業に関する実習

授業等に従事する教育職員に支給（実績に基

づき支給） 

支給額 実習を伴う授業 授業１時間 300円 

    週休日等に行われる業務 

          １日 600円又は1,200円 

  千円 

17,861 

円 

84,647 

義務教育

等教員特

別手当 

小・中・高・特別支援学校に勤務する教育職

員に支給 

最高支給限度額 8,000円 

  千円 

424,942 

円 

65,547 

休日勤務

手当 

支給額 休日勤務時間数×勤務１時間当たり

の給与額×135／100 

異なる 勤務１時間

当たりの給

与額の算出

方法が異な 

千円 

208,407 

円 

93,205 

   る。   

夜間勤務

手当 

正規の勤務時間として午後10時から翌日の午

前５時までの間に勤務した時支給 

支給額 夜間勤務時間数×勤務１時間当たり

の給与額×25／100 

異なる 勤務１時間

当たりの給

与額の算出

方法が異な

る。 

千円 

66,361 

円 

76,540 

宿日直手

当 

支給額（勤務１回につき） 

             2,200円～21,000円 

同じ － 千円 

341,060 

円 

185,460 

管理職員

特別勤務

手当 

災害への対処その他の臨時又は緊急の必要等

により勤務した管理職員に支給 

週休日又は休日に勤務した場合 

支給額（勤務１回につき）4,000円～12,000 

同じ － 千円 

5,120 

円 

26,528 



 

 

 円（実働時間が６時間を超える場合 6,000

円～18,000円） 

平日の午前０時から午前５時までの間に勤務

した場合 

支給額（勤務１回につき）2,000円～6,000円 

    

農林漁業

普及手当 

農・林・水産業等に関する専門の事項につい

て、調査研究を行う職員並びに技術及び知識

の普及指導を行う職員に支給 

支給額 給料月額×６／100 

  千円 

29,266 

円 

210,547 

災害派遣

手当 

災害応急対策又は災害復旧等のため国又は他

の地方公共団体等から派遣された職員に支給 

支給額（１日につき）   3,970円～6,620円 

  実績なし 実績なし 

武力攻撃

災害等派

遣手当 

武力攻撃事態等に至った際、国民保護のため

の措置の実施のため国又は他の地方公共団体

等から派遣された職員に支給 

支給額（１日につき）     3,970円～6,620円 

  実績なし 実績なし 

特定新型

インフル

エンザ等

対策派遣

手当 

特定新型インフルエンザ等対策の実施のため

国又は他の地方公共団体等から派遣された職

員に支給 

支給額（１日につき）    3,970円～6,620円 

  実績なし 実績なし 

⑸ 特別職の報酬等の状況（令和６年４月１日現在） 

区    分 給   料   月   額   等 

給

料 

知 事 

副 知 事 

1,116,000円（1,240,000円） 

892,400円  （970,000円） 

報

酬 

議 長 

副 議 長 

議 員 

940,000円 

820,000円 

760,000円 

期 知 事 （令和５年度支給割合） 

末

手

当 

副 知 事 3.30月分 

議 長 

副 議 長 

議 員 

（令和５年度支給割合） 

3.30月分 

退

職

手

当 

 

知 事 

副 知 事 

（算定方式）         （１期の手当額）（支給時期） 

124万円×在職月数×0.494  2,940.29万円    任期毎 

97万円×在職月数×0.349  1,624.94万円    任期毎 

備   考 知事について10％、副知事については５％のカットを実施 

（注）１ 「給料」及び「報酬」の（ ）内は、減額措置を行う前の金額である。 

２ 「退職手当」の「（１期の手当額）」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝

48月）勤めた場合における退職手当の見込額である。 

⑹ 職員数の状況 



 

 

ア 部門別職員数の状況と主な増減理由 

（単位：人）（各年４月１日現在） 

区 分 

部 門 

職  員  数 対前年 

増減数 
主 な 増 減 理 由 

令和６年 令和５年 

普 
 
 

通 
 
 

会 
 
 

計 
 
 

部 
 
 

門 

一

般

行

政

部

門 

議 会 

総 務 

税 務 

民 生 

衛 生 

労 働 

農林水産 

商 工 

土 木 

21 

575 

104 

255 

466 

52 

889 

186 

789 

21 

564 

106 

253 

535 

53 

881 

184 

786 

0 

11 

▲  2 

2 

▲ 69 

▲  1 

8 

2 

3 

 

 

 

 

新型コロナウイルス５類移行に伴う減 

 

 

 

計 3,337 3,383 ▲ 46 （参考：人口10万当たり職員数 512.89人） 

教育部門 7,430 7,456 ▲ 26 学校統廃合や生徒数減に伴う減 

警察部門 1,797 1,799 ▲  2  

小 計 12,564 12,638 ▲ 74 （参考：人口10万当たり職員数 1,931.06人） 

公
営
企
業
等
会
計
部
門 

病 院 

水 道 

下水道 

その他 

1,238 

26 

19 

76 

1,191 

27 

19 

72 

47 

▲  1 

0 

4 

委託業務の見直し等に伴う増 

小 計 1,359 1,309 50  

 

合   計 13,923 

[15,530] 

13,947 

[15,401] 

▲ 24   

 [129] 

 

（参考：人口10万当たり職員数 2,139.94人） 

（注）１ 職員数は一般職に属する職員数である。 

２ [     ]内は、条例定数の合計である。 

３ 令和６年の職員数には臨時職員600人（教育部門）を含まない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

イ 年齢別職員構成の状況（令和６年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 

20歳 

 

未満 

20歳 

～ 

23歳 

24歳 

～ 

27歳 

28歳 

～ 

31歳 

32歳 

～ 

35歳 

36歳 

～ 

39歳 

40歳 

～ 

43歳 

44歳 

～ 

47歳 

48歳 

～ 

51歳 

52歳 

～ 

55歳 

56歳 

～ 

59歳 

60歳 

 

以上 

計 

職員数 
人 

98 

人 

751  

人 

1,308  

人 

1,407  

人 

1,255  

人 

1,217  

人 

1,133  

人 

1,243  

人 

1,580  

人 

1,633  

人 

1,568  

人 

730  

人 

13,923  

 

ウ 職員数の推移 

（単位：人・％） 

年度 

部門別 

令和 

元年 

令和 

２年 

令和 

３年 

令和 

４年 

令和 

５年 

令和 

６年 

過去５年間の 

増減数(率) 

一般行政 3,288  3,270  3,307  3,350  3,383  3,337     49（ 1.5%） 

教育 7,451  7,450  7,528  7,506  7,456  7,430  ▲21（▲0.3%） 

警察 1,835  1,832  1,820  1,813  1,799  1,797  ▲38（▲2.1%） 

普通会計 計 12,574  12,552  12,655  12,669  12,638  12,564  ▲10（▲0.1%） 

公営企業会計 計 1,283  1,266  1,265  1,286  1,309  1,359    76（ 5.9%） 

総合計 13,857  13,818  13,920  13,955  13,947  13,923    66（ 0.5%） 

（注）１ 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数 

２ 令和６年には臨時職員600人（教育部門）を含まない。 

⑺ 公営企業職員の状況 

ア 企業局 

(ア) 総括 

ａ 定員適正化目標 

平成17年度策定の「企業局経営計画」の中で、平成22年までに10％程削減する計画について達成した。 

(イ) 水道事業 
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ａ 職員給与費の状況 

(ａ) 決算 

区 分 
総費用 

Ａ 

純損益又は実質

収支 

職員給与費 

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

(参考) 

令和４年度の総費用に

占める職員給与費比率 

令 和 ５

年 度 

千円 

2,025,365 

千円 

66,812 

千円 

200,138 

％ 

9.9 

％ 

8.0 

      （注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費6,882千円を含まない。 

区 分 
職員数 

Ａ 

給     与     費 １ 人 当 た り 

給与費 Ｂ／Ａ 

 (参考)都道府県平均 

１人当たり給与費 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計  Ｂ 

令和５ 

年 度 

人 

22 

千円 

82,924 

千円 

18,571 

千円 

31,910 

千円 

133,405 

千円 

6,064 

千円 

6,923 

（注）１ 「職員手当」には、退職手当を含まない。 

２ 「職員数」については、令和６年３月31日現在の人数である。 

３ 職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年

前再任用短時間勤務職員を含み、会計年度任用職員を含まない。 

ｂ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和６年４月１日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

島根県 41.9歳 337,281円 512,857円 

団体平均 44.6歳 359,974円 575,747円 

（注）１ 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

２ 平均年齢の団体平均は、会計年度任用職員を含んで算出している。 

ｃ 職員の手当の状況 

(ａ) 期末手当・勤勉手当 

島 根 県（ 水 道 事 業 ） 島 根 県 

１人当たり平均支給額（令和５年度） 

1,387千円  

１人当たり平均支給額（令和５年度） 

1,567千円  

（令和５年度支給割合） 

期末手当         勤勉手当 

2.35 月分        1.95 月分 

(1.20)月分        (1.05)月分 

（令和５年度支給割合） 

期末手当        勤勉手当 

2.35 月分       1.95 月分 

(1.20)月分      (1.05)月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

  役職加算  ５～20％ 

  管理職加算 15～25％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

  役職加算  ５～20％ 

  管理職加算 15～25％ 

（注） （  ）内は、暫定再任用職員に係る支給割合である。 

(ｂ) 退職手当（令和６年４月１日現在） 

島 根 県（ 企 業 局 職 員 ） 島 根 県 

（支給率）  自己都合     勧奨・定年 

勤続20年     19.6695月分   24.586875月分 

（支給率）  自己都合      勧奨・定年 

勤続20年     19.6695月分    24.586875月分 

勤続35年     39.7575月分   47.709   月分 勤続35年     39.7575月分    47.709   月分 



 

 

最高限度     47.709 月分   47.709   月分 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置（２～20％加算） 

１人当たり平均支給額 23,717千円 

最高限度     47.709 月分     47.709   月分 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置（２～20％加算） 

１人当たり平均支給額 

       4,191千円        22,226千円 

（注）１ 「島根県（企業局職員）」の「１人当たり平均支給額」は、令和３年度から令和５年度までの間

に勧奨又は定年により退職した水道事業又は電気事業職員に支給された退職手当の平均額である。

「島根県」の「１人当たり平均支給額」は、令和５年度に退職した全職種の職員の退職手当の平均

額である。 

２ 「勧奨・定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の非違による

ことなく退職した場合を含む。 

(ｃ) 地域手当（令和６年４月１日現在） 

支給対象なし 

(ｄ) 特殊勤務手当（令和６年４月１日現在） 

支給総額（令和５年度） 556千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度） 32,705円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和５年度） 77.3％ 

手当の種類（手当数） ６ 

手当の名称 特殊現場作業従事手当 水質検査業務従事手当 用地等交渉手当 夜間特

殊業務手当 防疫作業等従事手当 災害応急作業等従事手当 

(ｅ) 時間外勤務手当 

支 給 実 績 （ 令 和 ５ 年 度 ） 6,534千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和５年度） 311千円 

支 給 実 績 （ 令 和 ４ 年 度 ） 6,343千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和４年度） 334千円 

（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」と同じ年度の４月１日現在の総

職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であ

り、短時間勤務職員を含む。 

(ｆ) その他の手当（令和６年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

国 の 制

度 と の

異同 

国の制度と

異なる内容 

支給実績 

（令和５年度） 

支 給 職 員

１ 人 当 た

り 平 均 支

給 年 額

（令和５年度） 

扶養手当 配偶者              6,500円 

子                10,000円 

父母等              6,500円 

特定期間（満16歳年度初めから満22歳年度末

まで）の子の加算         5,000円 

ただし、配偶者及び父母等の支給額は、行政

職給料表８級職員にあっては、3,500円とし、 

同じ － 千円 

3,011 

円 

273,682 



 

 

 同給料表９級職員にあっては、支給しない 

（行政職給料表８級及び行政職給料表９級に 

は、これらに相当する職務の級を含む。） 

    

住居手当 借家・借間居住者 

 家賃23,000円以下の場合 家賃－12,000円 

 家賃23,000円を超える場合 

     11,000円＋１／２×(家賃－23,000円) 

手当上限額 27,000円 

異なる 支給対象と

なる家賃の

下限額と手

当上限額が

異なる。 

千円 

1,380 

円 

276,080 

通勤手当 交通機関利用者 

 定期券又は回数乗車券等の価額 

 最高支給限度額      55,000円 

交通用具使用者 

 ２キロ～78キロ以上 

        2,100円～42,600円 

 自動四輪車以外の場合は半額 

異なる 交通用具の

区分及び距

離の区分が

異なる。 

千円 

3,570 

円 

162,290 

単身赴任

手当 

支給額                     30,000円 

ただし、職員の住居と配偶者の住居間の距離

が80キロ以上の場合加算（距離により5,000円

～70,000円） 

異なる 加算額が異

なる（国：

距離により

8,000 円 ～

70,000

円）。 

千円 

420 

円 

420,000 

初任給調

整手当 

医師、歯科医師、獣医師等採用の困難な職種

に支給 

支給額（月額）    3,000円～415,600円 

異なる 支給対象及

び支給額が

異なる。 

実績なし 実績なし 

管理職手

当 

給料表別・職務の級別・支給区分別の定額 

支給額        41,600円～130,300円 

 国：俸給の

特別調整額

として支給 

千円 

1,627 

円 

813,600 

特地勤務

手当 

離島その他の生活の不便な地に所在する特地

公署に勤務する職員に支給 

支給額 (特地公署異動時の給料及び扶養手当

の月額×１／２＋その月の給料及び扶養手当

の月額×１／２)×４％～16％ 

同じ － 実績なし 実績なし 

特地勤務

手当に準

ずる手当 

特地公署又は準特地公署に異動し、当該異動

に伴って住居を移転した職員に支給 

支給額 異動時の給料及び扶養手当の月額×

２％～６％ 

同じ － 実績なし 実績なし 

休日勤務

手当 

支給額 休日勤務時間数×勤務１時間当たり

の給与額×135／100 

異なる 勤務１時間

当たりの給

与額の算出

方法が異な

る。 

千円 

959 

円 

95,894 



 

 

夜間勤務

手当 

正規の勤務時間として午後10時から翌日の午

前５時までの間に勤務した時支給 

異なる 勤務１時間

当たりの給 

千円 

838 

円 

279,379 

 支給額 夜間勤務時間数×勤務１時間当たり

の給与額×25／100 

 与額の算出

方法が異な

る。 

  

宿日直手

当 

支給額（勤務１回につき）  

            2,200円～21,000円 

同じ － 実績なし 実績なし 

管理職員

特別勤務

手当 

災害への対処その他の臨時又は緊急の必要等

により勤務した管理職員に支給 

週休日又は休日に勤務した場合 

支給額（勤務１回につき）4,000円～12,000円

（実働時間が６時間を超える場合 6,000円～

18,000円） 

平日の午前０時から午前５時までの間に勤務

した場合 

支給額（勤務１回につき）2,000円～6,000円 

同じ － 実績なし 実績なし 

(ウ) 工業用水道事業 

ａ 職員給与費の状況 

(ａ) 決算 

区 分 
総費用 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

職員給与費 

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ  

(参考) 

令和４年度の総

費用に占める職

員給与費比率 

令和５

年度 

千円 

227,554 

千円 

▲24,696 

千円 

36,834 

％ 

16.2 

％ 

15.2 

 

区 分 
職員数 

Ａ 

給     与     費 １ 人 当 た り 

給与費Ｂ／Ａ 

 (参考)都道府県平均 

１人当たり給与費 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計  Ｂ 

令和５

年度 

人 

4 

千円 

13,693 

千円 

3,504 

千円 

4,663 

千円 

21,860 

千円 

5,465 

千円 

6,340 

（注）１ 「職員手当」には、退職手当を含まない。 

２ 「職員数」については、令和６年３月31日現在の人数である。 

３ 職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年

前再任用短時間勤務職員を含み、会計年度任用職員を含まない。 

ｂ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和６年４月１日現在） 

区分 平均年齢 基本給 平均月収額 

島根県 42.0歳 283,684円 417,773円 

団体平均 44.8歳 342,602円 528,333円 

（注）１ 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

２ 平均年齢の団体平均は、会計年度任用職員を含んで算出している。 

ｃ 職員の手当の状況 



 

 

(ａ) 期末手当・勤勉手当 

島 根 県（工業用水道事業） 島 根 県 

１人当たり平均支給額（令和５年度） １人当たり平均支給額（令和５年度） 

1,166千円  1,567千円  

（令和５年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.35 月分     1.95 月分 

(1.20)月分     (1.05)月分 

（令和５年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.35 月分     1.95 月分 

(1.20)月分     (1.05)月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

  役職加算  ５～20％ 

  管理職加算 15～25％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

  役職加算  ５～20％ 

  管理職加算 15～25％ 

（注） （  ）内は、暫定再任用職員に係る支給割合である。 

(ｂ) 退職手当（令和６年４月１日現在） 

島 根 県（ 企 業 局 職 員 ） 島 根 県 

（支給率）  自己都合     勧奨・定年 

勤続20年     19.6695月分   24.586875月分 

勤続25年     28.0395月分   33.27075 月分 

勤続35年     39.7575月分    47.709   月分 

最高限度     47.709 月分    47.709   月分 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置（２～20％加算） 

１人当たり平均支給額 23,717千円 

（支給率）  自己都合     勧奨・定年 

勤続20年     19.6695月分    24.586875月分 

勤続25年     28.0395月分    33.27075 月分 

勤続35年     39.7575月分    47.709   月分 

最高限度     47.709 月分    47.709   月分 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置（２～20％加算） 

１人当たり平均支給額 

        4,191千円     22,226千円 

（注）１ 「島根県（企業局職員）」の「１人当たり平均支給額」は、令和３年度から令和５年度までの間

に勧奨又は定年により退職した水道事業又は電気事業職員に支給された退職手当の平均額である。

「島根県」の「１人当たり平均支給額」は、令和５年度に退職した全職種の職員の退職手当の平均

額である。 

２ 「勧奨・定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の非違による

ことなく退職した場合を含む。 

(ｃ) 地域手当（令和６年４月１日現在） 

支給対象なし 

(ｄ) 特殊勤務手当（令和６年４月１日現在） 

支給総額（令和５年度） 336千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度） 84,000円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和５年度） 100.0％ 

手当の種類（手当数） ６ 

手当の名称 特殊現場作業従事手当 水質検査業務従事手当 用地等交渉手当 夜間特

殊業務手当 防疫作業等従事手当 災害応急作業等従事手当 

(ｅ) 時間外勤務手当 

支 給 実 績 （ 令 和 ５ 年 度 ） 1,379千円 



 

 

職員１人当たり平均支給年額（令和５年度） 345千円 

支 給 実 績 （ 令 和 ４ 年 度 ） 792千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和４年度） 198千円 

（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」と同じ年度の４月１日現在の総

職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であ

り、短時間勤務職員を含む。 

(ｆ) その他の手当（令和６年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

国 の 制

度 と の

異 同 

国の制度と

異なる内容 

支給実績 

（令和５年度） 

支給職員１

人当たり平

均支給年額

（令和５年度） 

扶養手当 配偶者              6,500円 

子                10,000円 

父母等              6,500円 

特定期間（満16歳年度初めから満22歳年度末

まで）の子の加算         5,000円 

ただし、配偶者及び父母等の支給額は、行政

職給料表８級職員にあっては、3,500円と

し、同給料表９級職員にあっては、支給しな

い（行政職給料表８級及び行政職給料表９級

には、これらに相当する職務の級を含む。） 

同じ － 実績なし 実績なし 

住居手当 借家・借間居住者 

 家賃23,000円以下の場合 家賃－12,000円 

 家賃23,000円を超える場合 

   11,000円＋１／２×（家賃－23,000円） 

手当上限額 27,000円 

異なる 支給対象と

なる家賃の

下限額と手

当上限額が

異なる。 

千円 

240 

円 

240,000 

通勤手当 交通機関利用者 

 定期券又は回数乗車券等の価額 

 最高支給限度額      55,000円 

交通用具使用者 

 ２キロ～78キロ以上 

        2,100円～42,600円 

 自動四輪車以外の場合は半額 

異なる 交通用具の

区分及び距

離の区分が

異なる。 

千円 

311 

円 

103,600 

単身赴任

手当 

支給額                        30,000円 

ただし、職員の住居と配偶者の住居間の距離

が80キロ以上の場合加算（距離により5,000

円～70,000円） 

異なる 加算額が異

なる（国：

距離により

8,000円～ 

70,000

円）。 

   千円 

360 

     円 

360,000 

初任給調

整手当 

医師、歯科医師、獣医師等採用の困難な職種

に支給 

異なる 支給対象及

び支給額が 

実績なし 実績なし 



 

 

 支給額（月額）    3,000円～415,600円  異なる。   

管理職手 給料表別・職務の級別・支給区分別の定額  国：俸給の 実績なし 実績なし 

当 支給額        41,600円～130,300円  特別調整額

として支給 

  

特地勤務 離島その他の生活の不便な地に所在する特地 同じ － 実績なし 実績なし 

手当 公署に勤務する職員に支給 

支給額 (特地公署異動時の給料及び扶養手

当の月額×１／２＋その月の給料及び扶養手

当の月額×１／２)×４％～16％ 

    

特地勤務

手当に準

ずる手当 

特地公署又は準特地公署に異動し、当該異動

に伴って住居を移転した職員に支給 

支給額 異動時の給料及び扶養手当の月額×

２％～６％ 

同じ － 実績なし 実績なし 

休日勤務

手当 

支給額 休日勤務時間数×勤務１時間当たり

の給与額×135／100 

異なる 勤務１時間

当たりの給

与額の算出

方法が異な

る。 

千円 

447 

円 

111,687 

夜間勤務

手当 

正規の勤務時間として午後10時から翌日の午

前５時までの間に勤務した時支給 

支給額 夜間勤務時間数×勤務１時間当たり

の給与額×25／100 

異なる 勤務１時間

当たりの給

与額の算出

方法が異な

る。 

千円 

431 

円 

215,285 

宿日直手

当 

支給額（勤務１回につき）  

            2,200円～21,000円 

同じ － 実績なし 実績なし 

管理職員

特別勤務

手当 

災害への対処その他の臨時又は緊急の必要等

により勤務した管理職員に支給 

週休日又は休日に勤務した場合 

支給額（勤務１回につき）4,000円～12,000

円 

（実働時間が６時間を超える場合 6,000円

～18,000円） 

平日の午前０時から午前５時までの間に勤務

した場合 

支給額（勤務１回につき）2,000円～6,000円 

同じ － 実績なし 実績なし 

(エ) 電気事業 

ａ 職員給与費の状況 

(ａ) 決算 

区 分 
総費用 

Ａ  

純損益又は 

実質収支 

職員給与費 

Ｂ  

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ  

(参考) 

令和４年度の総

費用に占める職 



 

 

     員給与費比率 

令和５ 千円 千円 千円 ％ ％ 

年度 2,824,495 1,670,964 608,315 21.5 18.0 

 

区 分 
職員数 

Ａ  

給     与     費 １ 人 当 た り 

給与費 Ｂ／Ａ 

 (参考)都道府県平均 

１人当たり給与費 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計  Ｂ 

令 和 ５

年度 

人 

63 

千円 

248,861 

千円 

58,718 

千円 

96,270 

千円 

403,849 

千円 

6,410 

千円 

6,719 

（注）１ 「職員手当」には、退職手当を含まない。 

２ 「職員数」については、令和６年３月31日現在の人数である。 

３ 職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年

前再任用短時間勤務職員を含み、会計年度任用職員を含まない。 

ｂ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和６年４月１日現在） 

区分 平均年齢 基本給 平均月収額 

島根県 44.6歳 347,845円 534,721円 

団体平均 46.2歳 355,891円  558,512円 

（注）１ 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

２ 平均年齢の団体平均は、会計年度任用職員を含んで算出している。 

ｃ 職員の手当の状況 

(ａ) 期末手当・勤勉手当 

島 根 県（ 電 気 事 業 ） 島 根 県 

１人当たり平均支給額（令和５年度） 

1,504千円  

１人当たり平均支給額（令和５年度） 

1,567千円  

（令和５年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.35 月分     1.95 月分 

(1.20)月分     (1.05)月分 

（令和５年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.35 月分     1.95 月分 

(1.20)月分    (1.05)月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

  役職加算  ５～20％ 

  管理職加算 15～25％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

  役職加算  ５～20％ 

  管理職加算 15～25％ 

（注） （  ）内は、暫定再任用職員に係る支給割合である。 

(ｂ) 退職手当（令和６年４月１日現在） 

島 根 県（ 企 業 局 職 員 ） 島 根 県 

（支給率）  自己都合       勧奨・定年 

勤続20年      19.6695月分    24.586875月分 

勤続25年     28.0395月分    33.27075 月分 

勤続35年     39.7575月分    47.709   月分 

最高限度     47.709 月分    47.709   月分 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置（２～20％加算） 

（支給率）  自己都合      勧奨・定年 

勤続20年     19.6695月分    24.586875月分 

勤続25年     28.0395月分    33.27075 月分 

勤続35年     39.7575月分    47.709   月分 

最高限度     47.709 月分    47.709   月分 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置（２～20％加算） 



 

 

１人当たり平均支給額 23,717千円 １人当たり平均支給額 

       4,191千円         22,226千円 

（注）１ 「島根県（企業局職員）」の「１人当たり平均支給額」は、令和３年度から令和５年度までの間

に勧奨又は定年により退職した水道事業又は電気事業職員に支給された退職手当の平均額である。

「島根県」の「１人当たり平均支給額」は、令和５年度に退職した全職種の職員の退職手当の平均

額である。 

２ 「勧奨・定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の非違による

ことなく退職した場合を含む。 

(ｃ) 地域手当（令和６年４月１日現在） 

       支給対象なし 

(ｄ) 特殊勤務手当（令和６年４月１日現在） 

支給総額（令和５年度） 1,219千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度） 42,034円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和５年度） 46.0％ 

手当の種類（手当数） ６ 

手当の名称 特殊現場作業従事手当 水質検査業務従事手当 用地等交渉手当 夜間特

殊業務手当 防疫作業等従事手当 災害応急作業等従事手当 

(ｅ) 時間外勤務手当 

支 給 実 績 （ 令 和 ５ 年 度 ） 17,334千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和５年度） 340千円 

支 給 実 績 （ 令 和 ４ 年 度 ） 16,425千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和４年度） 310千円 

（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」と同じ年度の４月１日現在の総

職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であ

り、短時間勤務職員を含む。 

(ｆ) その他の手当（令和６年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

国 の 制

度 と の

異同 

国の制度と

異なる内容 

支給実績 

（令和５年度） 

支給職員１

人当たり平

均支給年額

（令和５年度） 

扶養手当 配偶者              6,500円 

子                10,000円 

父母等              6,500円 

特定期間（満16歳年度初めから満22歳年度末

まで）の子の加算         5,000円 

ただし、配偶者及び父母等の支給額は、行政

職給料表８級職員にあっては、3,500円とし、

同給料表９級職員にあっては、支給しない

（行政職給料表８級及び行政職給料表９級に

は、これらに相当する職務の級を含む。） 

同じ － 千円 

7,316 

円 

221,711 

住居手当 借家・借間居住者 異なる 支給対象と 千円 円 



 

 

 家賃23,000円以下の場合 家賃－12,000円 

家賃23,000円を超える場合 

     11,000円＋１／２×（家賃－23,000円） 

手当上限額 27,000円 

 なる家賃の

下限額と手

当上限額が

異なる。 

2,355 261,667 

通勤手当 交通機関利用者 

 定期券又は回数乗車券等の価額 

 最高支給限度額      55,000円 

交通用具使用者 

 ２キロ～78キロ以上 

異なる 交通用具の

区分及び距

離の区分が

異なる。 

千円 

7,169 

円 

128,019 

         2,100円～42,600円 

 自動四輪車以外の場合は半額 

    

単身赴任

手当 

支給額                        30,000円 

ただし、職員の住居と配偶者の住居間の距離

が80キロ以上の場合加算（距離により5,000円

～70,000円） 

異なる 加算額が異

なる（国：

距離により

8,000円～ 

70,000

円）。 

千円 

3,564 

円 

509,143 

初任給調

整手当 

医師、歯科医師、獣医師等採用の困難な職種

に支給 

支給額（月額）    3,000円～415,600円 

異なる 支給対象及

び支給額が

異なる。 

実績なし 実績なし 

管理職手

当 

給料表別・職務の級別・支給区分別の定額  

支給額         41,600円～130,300円 

 国：俸給の

特別調整額

として支給 

千円 

7,801 

円 

780,120 

特地勤務

手当 

離島その他の生活の不便な地に所在する特地

公署に勤務する職員に支給 

支給額 (特地公署異動時の給料及び扶養手当

の月額×１／２＋その月の給料及び扶養手当

の月額×１／２)×４％～16％ 

同じ － 実績なし 実績なし 

特地勤務

手当に準

ずる手当 

特地公署又は準特地公署に異動し、当該異動

に伴って住居を移転した職員に支給 

支給額 異動時の給料及び扶養手当の月額×

２％～６％ 

同じ － 実績なし 実績なし 

休日勤務

手当 

支給額 休日勤務時間数×勤務１時間当たり

の給与額×135／100 

異なる 勤務１時間

当たりの給

与額の算出

方法が異な

る。 

千円 

1,686 

円 

60,223 

夜間勤務

手当 

正規の勤務時間として午後10時から翌日の午

前５時までの間に勤務した時支給 

支給額 夜間勤務時間数×勤務１時間当たり

の給与額×25／100 

異なる 勤務１時間

当たりの給

与額の算出

方法が異な 

千円 

1,341 

円 

67,029 



 

 

   る。   

宿日直手

当 

支給額（勤務１回につき）  

            2,200円～21,000円 

同じ － 実績なし 実績なし 

管理職員

特別勤務

手当 

災害への対処その他の臨時又は緊急の必要等

により勤務した管理職員に支給 

週休日又は休日に勤務した場合 

支給額（勤務１回につき）4,000円～12,000円 

（実働時間が６時間を超える場合 6,000円～ 

18,000円） 

同じ － 千円 

28 

円 

9,333 

 平日の午前０時から午前５時までの間に勤務

した場合 

支給額（勤務１回につき）2,000円～6,000円 

    

(オ) 宅地造成事業 

ａ 職員給与費の状況 

(ａ) 決算 

区 分 
総費用 

Ａ  

純損益又は 

実質収支 

職員給与費 

Ｂ  

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ  

(参考) 

令和４年度の総

費用に占める職

員給与費比率 

令和５

年度 

千円 

28,301 

千円 

▲59,568 

千円 

3,973 

％ 

14.0 

 

－ 

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費4,760千円を含まない。 

区 分 
職員数 

Ａ  

給     与     費 １ 人 当 た り 

給与費 Ｂ／Ａ 

 (参考)都道府県平均 

１人当たり給与費 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計  Ｂ 

令 和 ５

年度 

人 

1 

千円 

2,496 

千円 

577 

千円 

900 

千円 

3,973 

千円 

3,973 

千円 

6,604 

（注）１ 「職員手当」には、退職手当を含まない。 

２ 「職員数」については、令和年６年３月31日現在の人数である。 

３ 職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年

前再任用短時間勤務職員を含み、会計年度任用職員を含まない。 

ｂ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和６年４月１日現在） 

区分 平均年齢 基本給 平均月収額 

島根県 43.6歳 324,566円 476,010円 

団体平均 46.7歳 355,410円  549,881円 

（注） １ 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

２ 平均年齢の団体平均は、会計年度任用職員を含んで算出している。 

ｃ 職員の手当の状況 

(ａ) 期末手当・勤勉手当 

島 根 県（ 宅 地 造 成 事 業 ） 島 根 県 

１人当たり平均支給額（令和５年度） 

900千円  

１人当たり平均支給額（令和５年度） 

1,567千円  



 

 

（令和５年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.35 月分     1.95 月分 

(1.20)月分     (1.05)月分 

（令和５年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.35 月分     1.95 月分 

(1.20)月分    (1.05)月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

  役職加算  ５～20％ 

  管理職加算 15～25％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

  役職加算  ５～20％ 

  管理職加算 15～25％ 

（注） （  ）内は、暫定再任用職員に係る支給割合である。 

(ｂ) 退職手当（令和６年４月１日現在） 

島 根 県（ 企 業 局 職 員 ） 島 根 県 

（支給率）  自己都合      勧奨・定年 

勤続20年      19.6695月分   24.586875月分 

勤続25年     28.0395月分    33.27075 月分 

勤続35年     39.7575月分    47.709   月分 

最高限度     47.709 月分    47.709   月分 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置（２～20％加算） 

１人当たり平均支給額 23,717千円 

（支給率）  自己都合      勧奨・定年 

勤続20年     19.6695月分    24.586875月分 

勤続25年     28.0395月分    33.27075 月分 

勤続35年     39.7575月分    47.709   月分 

最高限度     47.709 月分    47.709   月分 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置（２～20％加算） 

１人当たり平均支給額 

       4,191千円         22,226千円 

（注）１ 「島根県（企業局職員）」の「１人当たり平均支給額」は、令和３年度から令和５年度までの間

に勧奨又は定年により退職した水道事業又は電気事業職員に支給された退職手当の平均額である。

「島根県」の「１人当たり平均支給額」は、令和５年度に退職した全職種の職員の退職手当の平均

額である。 

２ 「勧奨・定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の非違による

ことなく退職した場合を含む。 

(ｃ) 地域手当（令和６年４月１日現在） 

       支給対象なし 

(ｄ) 特殊勤務手当（令和６年４月１日現在） 

支給総額（令和５年度） １千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度） 1,000円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和５年度） 100.0％ 

手当の種類（手当数） ６ 

手当の名称 特殊現場作業従事手当 水質検査業務従事手当 用地等交渉手当 夜間特

殊業務手当 防疫作業等従事手当 災害応急作業等従事手当 

(ｅ) 時間外勤務手当 

支 給 実 績 （ 令 和 ５ 年 度 ） 374千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和５年度） 374千円 

支 給 実 績 （ 令 和 ４ 年 度 ） － 

職員１人当たり平均支給年額（令和４年度） － 

（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」と同じ年度の４月１日現在の総



 

 

職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であ

り、短時間勤務職員を含む。 

(ｆ) その他の手当（令和６年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

国 の 制

度 と の

異同 

国の制度と

異なる内容 

支給実績 

（令和５年度） 

支給職員１

人当たり平

均支給年額

（令和５年度） 

扶養手当 配偶者              6,500円 

子                10,000円 

父母等              6,500円 

特定期間（満16歳年度初めから満22歳年度末

まで）の子の加算         5,000円 

同じ － 実績なし 実績なし 

 ただし、配偶者及び父母等の支給額は、行政

職給料表８級職員にあっては、3,500円とし、

同給料表９級職員にあっては、支給しない

（行政職給料表８級及び行政職給料表９級に

は、これらに相当する職務の級を含む。） 

    

住居手当 借家・借間居住者 

 家賃23,000円以下の場合 家賃－12,000円 

 家賃23,000円を超える場合 

     11,000円＋１／２×（家賃－23,000円） 

手当上限額 27,000円 

異なる 支給対象と

なる家賃の

下限額及び

手当上限額

が異なる。 

実績なし 実績なし 

通勤手当 交通機関利用者 

 定期券又は回数乗車券等の価額 

 最高支給限度額      55,000円 

交通用具使用者 

 ２キロ～78キロ以上 

        2,100円～42,600円 

 自動四輪車以外の場合は半額 

異なる 交通用具の

区分及び距

離の区分が

異なる。 

千円 

202 

円 

201,600 

単身赴任

手当 

支給額                        30,000円 

ただし、職員の住居と配偶者の住居間の距離

が80キロ以上の場合加算（距離により5,000円

～70,000円） 

異なる 加算額が異

なる（国：

距離により

8,000円～ 

70,000

円）。 

実績なし 実績なし 

初任給調

整手当 

医師、歯科医師、獣医師等採用の困難な職種

に支給 

支給額（月額）    3,000円～415,600円 

異なる 支給対象及

び支給額が

異なる。 

実績なし 実績なし 

管理職手

当 

給料表別・職務の級別・支給区分別の定額  

支給額         41,600円～130,300円 

 国：俸給の

特別調整額

として支給 

実績なし 実績なし 



 

 

特地勤務

手当 

離島その他の生活の不便な地に所在する特地

公署に勤務する職員に支給 

支給額 (特地公署異動時の給料及び扶養手当

の月額×１／２＋その月の給料及び扶養手当

の月額×１／２)×４％～16％ 

同じ － 実績なし 実績なし 

特地勤務 特地公署又は準特地公署に異動し、当該異動 同じ － 実績なし 実績なし 

手当に準

ずる手当 

に伴って住居を移転した職員に支給 

支給額 異動時の給料及び扶養手の月額×

２％～６％ 

    

休日勤務

手当 

支給額 休日勤務時間数×勤務１時間当たり

の給与額×135／100 

異なる 勤務１時間

当たりの給 

与額の算出 

実績なし 実績なし 

   方法が異な

る。 

  

夜間勤務

手当 

正規の勤務時間として午後10時から翌日の午

前５時までの間に勤務した時支給 

支給額 夜間勤務時間数×勤務１時間当たり

の給与額×25／100 

異なる 勤務１時間

当たりの給

与額の算出

方法が異な

る。 

実績なし 実績なし 

宿日直手

当 

支給額（勤務１回につき）  

            2,200円～21,000円 

同じ － 実績なし 実績なし 

管理職員

特別勤務

手当 

災害への対処その他の臨時又は緊急の必要等

により勤務した管理職員に支給 

週休日又は休日に勤務した場合 

支給額（勤務１回につき）4,000円～12,000円 

（実働時間が６時間を超える場合 6,000円～ 

18,000円） 

平日の午前０時から午前５時までの間に勤務

した場合 

支給額（勤務１回につき）2,000円～6,000円 

同じ － 実績なし 実績なし 

イ 病院局 

(ア) 総括 

ａ 定員適正化目標 

今後の医療情勢を踏まえ、より適切な医療を提供するために必要とする職員を、経営状況を勘案しながら適

切に確保する。 

(イ) 病院事業 

ａ 職員給与費の状況 

(ａ) 決算 

区 分 
総費用 

Ａ  

純損益又は 

実質収支 

職員給与費 

Ｂ  

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ  

(参考) 

令和４年度の総

費用に占める職 



 

 

     員給与費比率 

令和５

年度 

千円 

24,009,147 

千円 

▲755,615 

千円 

10,512,596 

％ 

43.8 

％ 

44.6 

 

区 分 
職員数 

Ａ  

給     与     費 １ 人 当 た り 

給与費 Ｂ／Ａ 

 (参考)都道府県平均 

１人当たり給与費 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計  Ｂ 

令和５

年度 

人 

1,106 

千円 

4,399,299 

千円 

2,873,302 

千円 

1,214,535 

千円 

8,487,136 

千円 

7,674 

千円 

7,712 

（注）１ 「職員手当」には、退職手当を含まない。 

２ 「職員数」については、令和６年３月31日現在の人数である。 

３ 職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年

前再任用短時間勤務職員を含み、会計年度任用職員を含まない。 

ｂ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和６年４月１日現在） 

区分 平均年齢 基本給 平均月収額 

島根県（医師） 45.0歳 570,663円 1,420,538円 

島根県（看護師） 36.8歳 312,590円 494,547円 

島根県（事務職員） 35.1歳 272,926円 390,481円 

団体平均（医師） 41.0歳 574,559円 1,449,897円 

団体平均（看護師） 40.1歳 312,661円 518,809円 

団体平均（事務職員） 45.4歳 328,324円 528,274円 

（注）１ 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

２ 平均年齢の団体平均は、会計年度任用職員を含んで算出している。 

ｃ 職員の手当の状況 

(ａ) 期末手当・勤勉手当 

島 根 県（ 病 院 事 業 ） 島 根 県 

１人当たり平均支給額（令和５年度） 

1,454千円  

１人当たり平均支給額（令和５年度） 

1,567千円  

（令和５年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.35 月分     1.95 月分 

(1.20)月分    (1.05)月分 

（令和５年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.35 月分     1.95 月分 

(1.20)月分    (1.05)月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

  役職加算  ５～20％ 

  管理職加算 15～25％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

  役職加算  ５～20％ 

  管理職加算 15～25％ 

（注) (  )内は、暫定再任用職員に係る支給割合である。 

(ｂ) 退職手当（令和６年４月１日現在） 

島 根 県（ 病 院 事 業 ） 島 根 県 

（支給率）  自己都合      勧奨・定年 

勤続20年      19.6695月分      24.586875月分 

勤続25年      28.0395月分      33.27075 月分 

（支給率）  自己都合      勧奨・定年 

勤続20年      19.6695月分      24.586875月分 

勤続25年      28.0395月分      33.27075 月分 



 

 

勤続35年      39.7575月分      47.709   月分 

最高限度      47.709 月分      47.709   月分 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置（２～20％加算） 

１人当たり平均支給額 

        1,015千円       16,921千円 

勤続35年      39.7575月分      47.709   月分 

最高限度      47.709 月分      47.709   月分 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置（２～20％加算） 

１人当たり平均支給額 

       4,191千円         22,226千円 

（注）１ 「島根県（病院事業）」の「１人当たり平均支給額」は、令和５年度に退職した病院事業職員に

支給された退職手当の平均額である。「島根県」の「１人当たり平均支給額」は、令和５年度に退

職した全職種の職員の退職手当の平均額である。 

２ 「勧奨・定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の非違による

ことなく退職した場合を含む。 

(ｃ) 地域手当（令和６年４月１日現在） 

支給実績（令和５年度） 151,483千円 

支給職員一人当たり平均支給年額（令和５年度） 896,347円 

支給対象地域・職種 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

医師・歯科医師 16％ 165人 ０％ 

県内全市町村 ０％ 1,010人 ０％ 

(ｄ) 特殊勤務手当（令和６年４月１日現在） 

支給総額（令和５年度） 396,867千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度） 370,557円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和５年度） 85.5％ 

手当の種類（手当数） 12 

手当の名称 有害物取扱手当 特殊現場作業従事手当 特殊自動車等運転手当 防疫作

業等従事手当 死体取扱手当 精神保健業務手当 夜間特殊業務手当 放

射線取扱業務等従事手当 機能回復訓練従事手当 病院業務従事手当 航

空業務従事手当 災害応急業務等従事手当 

(ｅ) 時間外勤務手当 

支 給 実 績 （ 令 和 ５ 年 度 ） 840,998千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和５年度） 730千円 

支 給 実 績 （ 令 和 ４ 年 度 ） 760,898千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和４年度） 703千円 

（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」と同じ年度の４月１日現在の総

職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であ

り、短時間勤務職員を含む。 

 (ｆ) その他の手当（令和６年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

国 の 制

度 と の

異同 

国の制度と

異なる内容 

支給実績 

（令和５年度） 

支給職員１

人当たり平

均支給年額

（令和５年度） 

扶養手当 配偶者              6,500円 

子                10,000円 

同じ － 千円 

117,513 

円 

251,096 



 

 

 父母等              6,500円 

特定期間（満16歳年度初めから満22歳年度末

まで）の子の加算         5,000円 

ただし、配偶者及び父母等の支給額は、行政

職給料表８級職員にあっては、3,500円と

し、同給料表９級職員にあっては、支給しな

い（行政職給料表８級及び行政職給料表９級

には、これらに相当する職務の級を含む。） 

    

住居手当 借家・借間居住者 

 家賃23,000円以下の場合 家賃－12,000円 

 家賃23,000円を超える場合 

     11,000円＋１／２×(家賃－23,000円) 

手当上限額 27,000円 

異なる 支給対象と

なる家賃の

下限額と手

当上限額が

異なる。 

千円 

119,917 

円 

276,944 

通勤手当 交通機関利用者 

 定期券又は回数乗車券等の価額 

異なる 交通用具の

区分及び距 

千円 

55,951 

円 

64,758 

  最高支給限度額      55,000円 

交通用具使用者 

 ２キロ～78キロ以上 

        2,100円～42,600円 

 自動四輪車以外の場合は半額 

 離の区分が

異なる。 

  

単身赴任

手当 

支給額                        30,000円 

ただし、職員の住居と配偶者の住居間の距離

が80キロ以上の場合加算（距離により5,000

円～70,000円） 

異なる 加算額が異

なる（国：

距離により

8,000円～ 

70,000

円）。 

千円 

1,464 

円 

488,000 

初任給調

整手当 

医師、歯科医師、獣医師等採用の困難な職種

に支給 

支給額（月額）    3,000円～415,600円 

異なる 支給対象及

び支給額が

異なる。 

千円 

569,757 

円 

3,517,017 

管理職手

当 

給料表別・職務の級別・支給区分別の定額 

支給額        41,600円～130,300円 

 国：俸給の

特別調整額

として支給 

千円 

43,997 

円 

879,936 

特地勤務

手当 

離島その他の生活の不便な地に所在する特地

公署に勤務する職員に支給 

支給額 (特地公署異動時の給料及び扶養手

当の月額×１／２＋その月の給料及び扶養手

当の月額×１／２)×４％～16％ 

同じ － 実績なし 実績なし 

特地勤務

手当に準

ずる手当 

特地公署又は準特地公署に異動し、当該異動

に伴って住居を移転した職員に支給 

支給額 異動時の給料及び扶養手当の月額×

２％～６％ 

同じ － 実績なし 実績なし 



 

 

休日勤務

手当 

支給額 休日勤務時間数×勤務１時間当たり

の給与額×135／100 

異なる 勤務１時間

当たりの給

与額の算出

方法が異な

る。 

千円 

17,550 

円 

62,680 

夜間勤務

手当 

正規の勤務時間として午後10時から翌日の午

前５時までの間に勤務した時支給 

支給額 夜間勤務時間数×勤務１時間当たり 

異なる 勤務１時間

当たりの給

与額の算出 

千円 

86,728 

円 

114,720 

 の給与額×25／100  方法が異な

る。 

  

宿日直手

当 

支給額（勤務１回につき）  

            2,200円～21,000円 

同じ － 千円 

42,517 

円 

242,955 

管理職員

特別勤務 

手当 

災害への対処その他の臨時又は緊急の必要等

により勤務した管理職員に支給 

週休日又は休日に勤務した場合 

同じ － 千円 

195 

円 

97,500 

 支給額（勤務１回につき）4,000円～12,000

円 

（実働時間が６時間を超える場合 6,000円

～18,000円） 

平日の午前０時から午前５時までの間に勤務

した場合 

支給額（勤務１回につき）2,000円～6,000円 

    

ウ 下水道推進課 

(ア) 下水道事業 

ａ 職員給与費の状況 

(ａ) 決算 

区 分 
総費用 

Ａ  

純損益又は 

実質収支 

職員給与費 

Ｂ  

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ  

(参考) 

令和４年度の総

費用に占める職

員給与費比率 

令和５

年度 

千円 

4,444,537 

千円 

57,076 

千円 

104,958 

％ 

2.4 

％ 

2.6 

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費64,136千円を含まない。 

区 分 
職員数 

Ａ  

給     与     費 １ 人 当 た り 

給与費 Ｂ／Ａ 

 (参考)都道府県平均 

１人当たり給与費 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計  Ｂ 

令和５

年度 

人 

19 

千円 

76,578 

千円 

16,045 

千円 

38,329 

千円 

130,952 

千円 

6,892 

千円 

6,735 

（注）１ 「職員手当」には、退職手当を含まない。 

２ 「職員数」については、令和６年３月31日現在の人数である。 

３ 職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年

前再任用短時間勤務職員を含み、会計年度任用職員を含まない。 



 

 

ｂ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和６年４月１日現在） 

区分 平均年齢 基本給 平均月収額 

島根県 48.3歳 324,885円 502,977円 

団体平均 44.0歳 364,110円 553,843円 

（注）１ 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

２ 平均年齢の団体平均は、会計年度任用職員を含んで算出している。 

ｃ 職員の手当の状況 

(ａ) 期末手当・勤勉手当 

島 根 県（ 下 水 道 事 業 ） 島 根 県 

１人当たり平均支給額（令和５年度） 

1,407千円  

１人当たり平均支給額（令和５年度） 

1,495千円  

（令和５年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.35 月分     1.95 月分 

(1.20)月分    (1.05)月分 

（令和５年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.35 月分     1.95 月分 

(1.20)月分    (1.05)月分 

（加算措置の状況） （加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

  役職加算  ５～20％ 

  管理職加算 15～25％ 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

  役職加算  ５～20％ 

  管理職加算 15～25％ 

（注) (  )内は、暫定再任用職員に係る支給割合である。 

(ｂ) 退職手当（令和６年４月１日現在） 

島 根 県（ 下 水 道 事 業 ） 島 根 県 

（支給率）  自己都合     勧奨・定年 

勤続20年      19.6695月分      24.586875月分 

勤続25年      28.0395月分      33.27075 月分 

勤続35年      39.7575月分      47.709   月分 

最高限度      47.709 月分      47.709   月分 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置（２～20％加算） 

１人当たり平均支給額   －千円 

（支給率）  自己都合     勧奨・定年 

勤続20年      19.6695月分      24.586875月分 

勤続25年      28.0395月分      33.27075 月分 

勤続35年      39.7575月分      47.709   月分 

最高限度      47.709 月分      47.709   月分 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置（２～20％加算） 

１人当たり平均支給額 

        4,191千円     22,226千円 

（注）１ 「島根県（下水道事業）」の「１人当たり平均支給額」は、退職手当の支給対象者がいないた

め、「－」としている。「島根県」の「１人当たり平均支給額」は、令和５年度に退職した全職種

の職員の退職手当の平均額である。 

２ 「勧奨・定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の非違による

ことなく退職した場合を含む。 

(ｃ) 地域手当（令和６年４月１日現在） 

支給対象なし 

(ｄ) 特殊勤務手当（令和６年４月１日現在） 

支給総額（令和５年度） 10千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度） 2,500円 



 

 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和５年度） 21.1％ 

手当の種類（手当数） ４ 

手当の名称 
特殊現場作業従事手当 特殊環境施設業務従事手当 防疫作業等従事手

当 災害応急作業等従事手当 

(ｅ) 時間外勤務手当 

支 給 実 績 （ 令 和 ５ 年 度 ） 7,578千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和５年度） 446千円 

支 給 実 績 （ 令 和 ４ 年 度 ） 4,957千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和４年度） 292千円 

（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」と同じ年度の４月１日現在の総

職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であ

り、短時間勤務職員を含む。 

(ｆ) その他の手当（令和６年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

国 の 制

度 と の

異同 

国の制度と

異なる内容 

支給実績 

（令和５年度） 

支給職員１

人当たり平

均支給年額

（令和５年度） 

扶養手当 配偶者              6,500円 同じ － 千円 円 

 子                10,000円 

父母等              6,500円 

特定期間（満16歳年度初めから満22歳年度末

まで）の子の加算         5,000円 

ただし、配偶者及び父母等の支給額は、行政

職給料表８級職員にあっては、3,500円と

し、同給料表９級職員にあっては、支給しな

い（行政職給料表８級及び行政職給料表９級

には、これらに相当する職務の級を含む。） 

  1,826 260,857 

住居手当 借家・借間居住者 

 家賃23,000円以下の場合 家賃－12,000円 

 家賃23,000円を超える場合 

     11,000円＋１／２×(家賃－23,000円) 

手当上限額 27,000円 

異なる 支給対象と

なる家賃の

下限額と手

当上限額が

異なる。 

千円 

857 

円 

214,250 

通勤手当 交通機関利用者 

 定期券又は回数乗車券等の価額 

 最高支給限度額      55,000円 

交通用具使用者 

 ２キロ～78キロ以上 

        2,100円～42,600円 

 自動四輪車以外の場合は半額 

異なる 交通用具の

区分及び距

離の区分が

異なる。 

千円 

2,134 

円 

133,347 

単身赴任

手当 

支給額                        30,000円 

ただし、職員の住居と配偶者の住居間の距離 

異なる 加算額が異

なる（国:  

実績なし 実績なし 



 

 

 が80キロ以上の場合加算（距離により5,000

円～70,000円） 

 距離により

8,000円～ 

70,000

円）。 

  

初任給調

整手当 

医師、歯科医師、獣医師等採用の困難な職種

に支給 

支給額（月額）    3,000円～415,600円 

異なる 支給対象及

び支給額が

異なる。 

実績なし 実績なし 

管理職手

当 

給料表別・職務の級別・支給区分別の定額 

支給額        41,600円～130,300円 

 国：俸給の

特別調整額

として支給 

千円 

1,397 

円 

698,400 

特地勤務

手当 

離島その他の生活の不便な地に所在する特地

公署に勤務する職員に支給 

支給額 (特地公署異動時の給料及び扶養手

当の月額×１／２＋その月の給料及び扶養手

当の月額×１／２)×４％～16％ 

同じ － 実績なし 実績なし 

特地勤務 

手当に準

ずる手当 

特地公署又は準特地公署に異動し、当該異動 

に伴って住居を移転した職員に支給 

支給額 異動時の給料及び扶養手当の月額× 

同じ － 実績なし 実績なし 

 ２％～６％     

休日勤務

手当 

支給額 休日勤務時間数×勤務１時間当たり

の給与額×135／100 

異なる 勤務１時間

当たりの給

与額の算出

方法が異な

る。 

千円 

30 

円 

15,190 

夜間勤務

手当 

正規の勤務時間として午後10時から翌日の午

前５時までの間に勤務した時支給 

支給額 夜間勤務時間数×勤務１時間当たり

の給与額×25／100 

異なる 勤務１時間

当たりの給

与額の算出

方法が異な

る。 

実績なし 実績なし 

宿日直手

当 

支給額（勤務１回につき）  

            2,200円～21,000円 

同じ － 千円 

９ 

円 

8,800 

管理職員

特別勤務

手当 

災害への対処その他の臨時又は緊急の必要等

により勤務した管理職員に支給 

週休日又は休日に勤務した場合 

支給額（勤務１回につき）4,000円～12,000

円 

（実働時間が６時間を超える場合 6,000円

～18,000円） 

平日の午前０時から午前５時までの間に勤務 

同じ － 千円 

８ 

円 

8,000 

 した場合 

支給額（勤務１回につき）2,000円～6,000円 

    



 

 

⑻ 退職者（管理職）の再就職状況 

令和５年度末退職者（管理職）の再就職の状況 

区分 退職者数 合計 

左のうち再就職した者 

島根県に再就職した者 島根県以外に再就職した者 

再任用職

員 

会計年度

任用職員 

臨時的任

用職員 

民間企業

等 

国、他の

地方公共

団体 

公 共 的

団体等 

一般職員 62 43 ６ ０ ０ 28 ０ ９ 

教育職員 ８ ７ １ ３ ０ 0 ３ ０ 

警察職員 ９ ８ ０ ０ ０ ５ ０ ３ 

計 79 58 ７ ３ ０ 33 ３ 12 

（注）１ 「管理職」とは、退職時に課長級以上の職にあった職員 

２ 「島根県以外に再就職した者」は、令和６年５月31日時点で民間企業等、国・他の地方公共団体及び公

共的団体等に再就職したとして届出があった者 

３ 「再任用職員」とは、地方公務員法第28条の４・第28条の５又は同法改正法附則第４条・第６条の規定

により再度任用された者 

４ 「会計年度任用職員」とは、地方公務員法第22条の２の規定により任用された者 

５ 「臨時的任用職員」とは、地方公務員法第22条の３の規定により任用された者 

６ 「国・他の地方公共団体」へ再就職した者には、国又は他の地方公共団体との人事交流のため退職し、

再就職した者は除く。 

７ 「公共的団体等」とは、公益的法人、社会福祉法人等の民間企業等及び国・他の地方公共団体以外の団

体 

８ 「一般職員」とは、教育職員及び警察職員を除く職員 

 


